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月
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内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
長
期
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
外
務
省
職
員
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
長
期
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
外
務
省
職
員
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

国
際
情
報
統
括
官
組
織
が
設
け
ら
れ
た
平
成
十
六
年
度
以
降
で
は
、
同
組
織
に
、
各
年
度
当
初
時
点
で
、
平
成
十
六
年
度

か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
十
七
名
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
は
二
十
三
名
、
平
成
二
十
年
度
に
お

い
て
は
十
九
名
の
非
常
勤
職
員
が
勤
務
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
職
員
が
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
際
に
非
常
勤
職
員
を
採
用
し
た
こ
と
が
あ
る
。

四
に
つ
い
て

国
際
情
報
統
括
官
組
織
で
は
、
職
員
が
休
暇
の
際
に
は
、
当
該
職
員
が
所
属
す
る
部
局
の
他
の
職
員
に
対
し
、
当
該
職
員

が
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
当
該
職
員
の
業
務
を
代
行
し
て
い
る
者
に
対
し
て
案

件
等
を
取
り
次
ぐ
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

国
際
情
報
統
括
官
組
織
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
職
員
が
休
暇
等
に
よ
り
不
在
の
場
合
に
は
、
所
属
部
局
の
幹
部
職
員
等

一



に
新
た
に
生
じ
る
事
務
負
担
に
つ
い
て
も
勘
案
し
た
上
で
、
可
能
な
範
囲
で
こ
れ
ら
の
幹
部
職
員
等
に
そ
の
事
務
を
代
行
等

さ
せ
て
お
り
、
現
時
点
で
業
務
に
支
障
が
生
じ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

二


